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運輸局 酒気帯び続発受け、運行管理徹底を要請

２０１５年６月１１日 （木）

九州運輸局は１０日、酒気帯び運転による事業用自動車の事故が立て続けに発生したとして、

管内の運送事業者に対し、飲酒運転の防止に向けた運行管理の徹底を要請した。運輸局が事業

者宛てに作成した文書によると、酒気帯び運転による事業用自動車の事故が立て続けに発生し

たことについて「事業用自動車の運転者としての自覚の欠如はもとより、運行管理体制が不適

切であったと言わざるを得ず、公共交通機関としての信頼を大きく失墜させるもの」と強く非

難。その上で、乗務員にとどまらず、全社員に対して「あらゆる機会」を捉えてアルコールが

運転に及ぼす悪影響の教育を徹底し、飲酒運転が招く結果の重大さを再認識させることなど、

運転者への対策徹底を求めた。運行管理体制については、点呼の実施に際し、運転者の顔色や

呼気の臭い、応答の声を目視などで確認することに加え、アルコール検知器を確実に使用して

運転者の酒気帯びの有無を確認、厳正な点呼によって飲酒運転の根絶を図ることを要請した。

交通死亡事故多発警報発表（取締強化）

警報期間：２０１５／０６／０８～０６／１４

平成27年度 全国安全週間 （7月1日～7月7日）

（準備期間：6月1日～6月30日）

”1人で作業” 積み下ろし作業時の”転落”、”はさまれ”注意

◆追突・バック事故の根絶◆

・前を走行する車には、適切な車間距離を保ちましょう

・交差点付近では、早目に減速しましょう

・わき見・漫然運転はせず、『危険意識』をもって運転に集中しましょう

・バック時は、必ず目で確認し、『安易なバック』 はやめましょう

渡って来るかもしれない・・・、飛び出して来るかもしれない

２時間ごとに、１５分休憩！

交差点 「右左確認／よ～し！」

”居眠り運転”と判断し女を起訴 小学生の列に車

２０１５／６／１０ １３：０５

大阪府で５月、登校中の小学生の列に乗用車が突っ込み、小学１年の男児（７）が重体、５人

が重軽傷を負った事故で、大阪地検は、車を運転していた会社員の女性容疑者（５０）を自動車運

転処罰法違反（過失傷害）罪で起訴した。地検は、被告が事故当時、居眠り運転をしていたと

判断した。起訴状によると、被告は５月２０日午前７時50分ごろ、時速４０～５０キロで走行中に居

眠り状態に陥り、対向車線へ暴走。道路の端を歩いていた７～１１歳の児童５人をはねたほか、４０

代の女性を転倒させ、けがを負わせたとされる。被告は事故直後に現行犯逮捕され「なぜ事故

を起こしたのかよく覚えていない」と供述していた。

”赤信号”見落とし…自転車の大学生にはねられ女性死亡

”両耳にイヤホン”をして音楽を聞いていた

２０１５年６月１１日（木）１６時４０分

１０日午後７時すぎ、千葉県の県道で、青信号の横断歩道を渡ろうとしていた７７歳の女性が路

側帯を走ってきた自転車にはねられました。女性は頭などを強く打ち、約２時間後に搬送先の

病院で死亡しました。警察によりますと、自転車を運転していたのは男子大学生（１９）で、女性

に衝突した際、両耳にイヤホンをして音楽を聞いていたということです。大学生は「赤信号を

見落とした」と話していて、警察は前方不注意が原因とみて調べています。

札幌 解体作業中に落下物の下敷きに…男性死亡

２０１５年６月１１日 １０時５０分

１１日午前２時過ぎ、札幌市内のデパートでエレベーターの解体作業中に男性作業員が上か

ら落ちてきた物の下敷きになる事故があった。男性はまもなく死亡した。警察によると、落下

物はエレベーターの扉の部分とみられ、７～８メートル上から落ちてきたという。


